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判例研究

商
．
事
判
例
，
研
究

九
州
大
学
産
業
法
研
究
会

　
不
渡
の
符
箋
等
に
よ
り
満
期
後
の
支
払
拒
絶
が
手
形
面
上
明
ら
か
に

さ
れ
た
の
ち
の
裏
書
と
手
形
法
二
〇
条
一
項

　
　
最
高
裁
第
一
小
法
廷
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
八
日
判
決
（
昭
和
五

　
四
年
囲
第
二
七
一
号
約
束
手
形
金
請
求
事
件
）
，

　
（
金
融
・
商
事
判
例
六
一
二
号
三
頁
）

〔
事
実
の
概
要
〕

　
Y
は
、
’
昭
和
五
二
年
八
月
二
日
、
借
金
の
担
保
と
し
て
、
訴
外
A
宛
に

額
面
一
五
〇
万
円
、
満
期
日
同
年
＝
月
三
〇
日
の
本
件
約
束
手
形
を
振

出
し
た
。
そ
の
後
、
A
は
本
件
約
束
手
形
を
満
期
日
に
支
払
場
所
に
呈
示

し
て
支
払
を
求
め
た
が
、
支
払
を
拒
絶
さ
れ
、
同
日
、
交
換
ス
タ
ン
プ
が

押
さ
れ
、
契
約
不
履
行
を
理
由
と
す
る
支
払
拒
絶
の
旨
を
記
載
し
た
符
箋

が
貼
付
さ
れ
て
A
に
返
還
さ
れ
た
。
そ
こ
で
A
は
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成

期
間
内
の
同
年
一
二
月
二
日
、
本
件
約
束
手
形
を
X
に
裏
書
譲
渡
し
、
X

が
手
形
金
お
よ
び
満
期
日
以
後
の
法
定
利
息
の
支
払
を
求
め
て
訴
訟
を
提

起
し
た
。

　
手
形
判
決
（
京
都
地
裁
昭
和
五
三
年
二
月
八
日
判
決
）
で
は
X
勝
訴
。

右
手
形
判
決
に
お
い
て
、
Y
は
、
本
件
約
束
手
形
が
A
に
対
す
る
借
金
の

担
保
と
し
て
振
出
さ
れ
た
が
、
A
に
対
す
る
弁
済
金
に
つ
い
て
利
息
制
限

法
を
適
用
す
れ
ば
、
借
金
は
完
済
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
借
金
の
消
舐
を
も

っ
て
本
件
約
束
手
形
の
原
因
関
係
は
消
滅
し
、
よ
っ
て
Y
は
X
に
手
形
金

の
支
払
を
す
る
義
務
は
な
い
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
主
張
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。

　
第
一
審
（
京
都
地
裁
昭
和
五
三
年
六
月
一
二
日
判
決
）
で
は
、
Y
勝

訴
。
右
第
一
審
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
本
件
手
形
を
X
が
A
か
ら

裏
書
に
よ
っ
て
取
得
し
た
の
は
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
で
は

あ
る
が
、
手
形
面
上
支
払
拒
絶
が
明
白
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
遡
求
の
段

階
に
入
り
、
転
々
流
通
す
る
こ
と
は
通
常
あ
り
え
な
い
と
し
て
、
手
形
面

上
支
払
拒
絶
が
明
白
と
な
っ
た
後
に
な
さ
れ
た
裏
書
は
、
支
払
拒
絶
証
書

作
成
期
間
前
で
あ
っ
て
も
、
手
形
法
二
〇
条
一
項
に
定
あ
る
支
払
拒
絶
証

書
作
成
後
の
裏
書
に
準
じ
て
指
名
債
権
譲
渡
の
効
力
し
か
有
せ
ず
、
人
的

抗
弁
は
切
断
さ
れ
な
い
と
判
示
し
、
Y
の
主
張
を
認
容
し
た
。

　
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
・
四
日
判
決
）
で
は
、
卜

右
原
判
決
と
は
逆
に
、
最
高
裁
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
一
日
判
決
（
民
集

二
四
巻
五
四
五
頁
）
等
に
七
た
が
っ
て
、
本
件
裏
書
は
期
限
後
裏
書
で
は

な
い
と
判
示
し
、
原
審
判
決
を
取
消
し
て
Y
を
敗
訴
さ
せ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
Y
は
、
原
判
決
は
手
形
法
二
〇
条
一
項
の
解
釈
・
適
用

を
誤
り
、
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
、
「
不
渡
符
節
が
貼
付
せ
ら
れ
、
手
形

面
上
支
払
拒
絶
が
明
白
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
後
甚
な
さ
れ
た
裏
書
に
つ

い
て
は
手
形
法
二
〇
条
一
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
同
条
に
定
め
る
『
支
払
拒

絶
証
書
作
成
後
』
に
準
じ
て
期
限
後
裏
書
で
あ
り
、
」
指
名
債
権
譲
渡
の
効
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力
」
し
か
な
い
の
で
、
人
的
抗
弁
の
切
断
の
効
力
せ
な
い
と
抗
弁
し
て
上

告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。

〔
判
旨
）
　
上
告
棄
却

　
「
約
束
手
形
の
支
払
拒
絶
証
書
が
作
成
さ
れ
る
前
で
あ
っ
て
、
し
か
も

そ
の
作
成
期
間
の
経
過
前
に
さ
れ
た
裏
書
は
、
た
と
え
不
渡
の
符
箋
等
に

よ
り
満
期
後
の
支
払
拒
絶
の
事
実
が
手
形
面
上
明
ら
か
に
な
っ
た
後
に
さ

れ
た
も
の
で
も
、
’
満
期
前
の
裏
轡
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

〔
評
釈
〕
　
判
旨
に
賛
成

一、

{
件
判
決
は
、
不
渡
の
符
箋
等
に
よ
っ
て
支
払
拒
絶
の
事
実
が
手
形

面
上
明
ら
か
に
な
っ
た
後
で
も
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
で
あ

れ
ば
、
そ
の
裏
書
は
期
限
後
裏
書
で
は
な
い
と
判
示
し
、
従
来
、
こ
の
点

に
つ
い
て
対
立
の
あ
っ
た
裁
判
例
に
決
着
を
つ
け
た
こ
と
に
そ
の
意
義
が

あ
る
。

　
本
件
の
先
例
と
し
て
、
．
最
高
裁
昭
和
三
一
年
一
二
月
二
一
日
判
決

勲
記
）
泰
あ
る
。
右
判
決
磯
「
支
払
拒
絶
後
で
あ
っ
て
も
、
拒
絶
証

書
を
作
成
す
る
こ
と
な
く
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内
に
な
さ
れ
た
裏
書
は
、

手
形
法
第
二
〇
条
第
一
項
但
書
の
い
わ
ゆ
る
期
限
後
裏
書
に
あ
た
ら
な

い
。
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
不
渡
の
符
夕
雲
に
よ
り
支
払
拒
絶
が
明

ら
か
に
な
っ
た
後
で
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
の
裏
書
に
つ
い

て
、
そ
れ
が
期
限
後
裏
書
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
本
件
判
決
が
で

る
ま
で
下
級
審
判
決
は
対
立
し
て
「
い
た
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察

し
て
ゆ
く
。

二
、
期
限
後
裏
書
と
は
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
後
ま
た
は
支
払
拒
絶
証
書

作
成
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
裏
書
を
い
う
。
通
常
、
裏
書
は
満
期
前
ま

で
な
さ
れ
る
が
、
’
満
期
後
に
裏
書
を
し
て
も
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
前
ま

た
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
に
な
さ
れ
た
裏
書
は
薄
満
期
前
の

裏
書
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
．
b
言
為
峰
鋸
噸
凝
）
が
、
’
そ
の
後
に
な
さ
れ

た
裏
書
（
殿
徽
後
）
は
、
遡
求
段
階
に
入
っ
た
後
の
裏
書
で
あ
る
か
ら
流
通

の
保
護
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
く
、
抗
弁
の
切
断
（
款
開
心
難
輌
二
野
塑
バ

額
）
、
善
意
取
得
，
（
最
判
昭
和
三
八
年
八
月
二
三
日
民
集
一
七
巻
山
ハ
ロ
写
八
咽
血
一
頁
）
億
認
め
ら
れ
ず
、
担
保
的
効

力
も
生
じ
ず
、
囁
単
に
指
名
債
権
譲
渡
の
効
力
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い

（手

ｵ
七
条
…
、
項
一
号
、
二
〇
条
一
項
）
。
と
こ
ろ
で
、
鍵
形
所
持
人
が
満
期
に
振
出
人
に
支
払
呈

示
を
し
て
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
も
、
，
手
形
面
上
に
支
払
拒
絶
証

書
作
成
免
除
（
手
四
六
鍋
粂
一
項
、
七
七
条
、
一
項
｛
号
）
と
い
う
文
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
支
払
拒
絶
証
書
が
作
成
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期

間
内
に
裏
書
さ
れ
た
手
形
に
つ
い
て
、
－
支
払
拒
絶
と
な
っ
た
こ
と
が
手
形

面
上
明
ら
か
な
場
合
に
お
い
て
、
・
こ
れ
を
期
限
後
裏
書
と
解
す
べ
き
か
否

か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
，

　
本
件
判
決
が
出
る
ま
で
、
判
例
は
こ
れ
を
期
限
後
裏
書
と
み
る
か
否
か

に
つ
い
て
対
立
し
て
い
た
。
下
級
審
の
判
決
は
、
こ
れ
を
期
限
後
裏
書
と

す
る
も
の
が
多
い
。
ま
た
学
説
は
い
ま
だ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
大
き
な
対

立
が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
で
の
論
点
は
、
満
期
後
に
し
て
支
払
拒
絶
証
書

作
成
期
間
内
の
裏
書
は
「
支
払
拒
絶
証
書
」
作
成
が
な
い
と
絶
対
に
期
限

後
裏
書
に
な
ら
な
い
め
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

実
質
的
に
取
引
通
念
を
も
考
慮
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
，
（
以
後
「
災
質
説
し
と
呼
ぶ
）
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と
、
形
式
的
厳
格
性
を
重
視
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
立
場
（
以
後
「
形
式
説
」
と
呼
ぶ
）

の
対
立
が
あ
る
。
ど
ち
ら
の
立
場
を
と
る
か
に
よ
っ
て
結
論
は
、
ま
っ
た

く
異
な
る
が
、
期
限
後
裏
書
の
人
的
抗
弁
の
切
断
の
否
定
は
、
手
形
の
流

通
性
促
進
の
保
護
を
ど
こ
で
と
ど
め
る
か
で
あ
り
」
ま
た
形
式
性
の
強
調

も
結
局
は
手
形
の
流
通
性
の
促
進
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
（
繍
騎
験

蒲
墨
壷
群
）
。

　
ま
ず
、
実
質
説
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
手
形
自
体
か
ら
誰
が
み
て
も
不
渡
と
な
っ
た
こ
と
が
明
白
の
場
合
に

は
、
実
質
的
に
は
、
、
遡
求
の
段
階
に
入
っ
た
後
の
裏
書
と
同
じ
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
、
た
と
え
満
期
後
で
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
の
裏
書

で
あ
っ
て
も
、
’
流
通
を
促
進
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
た
特
別
の
効
力
を
認

め
る
実
質
的
な
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
裏
書
は
期
限
後
裏
書

で
あ
り
、
・
よ
っ
て
人
的
抗
弁
の
切
断
は
認
め
ら
れ
な
い
（
十
一
恥
砂
幅
剛
駆
科
二
）

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
『
持
出
銀
行
』
の
支
払
拒
絶
の
旨
の
付
箋
が
糊

付
さ
れ
て
い
る
」
、
場
合
、
「
取
引
通
念
に
お
い
て
概
に
適
法
の
呈
示
お
よ

び
支
払
拒
絶
の
事
実
が
手
形
面
上
確
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
」
こ
の
後
の
「
裏
書
を
も
っ
て
期
限
後
裏
書
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
（
桐
山
・
法
学
志
林
第
五
九
巻
第
二
号
一
一
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
後
者
の
見
解
の
根
拠
と
し

て
、
わ
が
国
手
形
法
二
〇
条
の
手
本
と
な
っ
た
ジ
ュ
ネ
レ
ブ
統
一
条
約
二

〇
条
を
引
用
し
、
そ
の
実
質
的
意
義
か
ら
す
る
と
、
「
満
期
後
の
流
通
保

護
の
支
点
は
所
持
人
の
当
手
形
は
満
期
後
も
な
お
正
当
に
流
通
し
う
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
『
信
頼
利
益
』
の
保
護
に
あ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
よ
っ
て

拒
絶
証
書
は
手
形
の
取
引
社
会
に
お
け
る
経
済
的
機
能
を
前
提
と
し
て
そ

れ
に
対
す
る
所
持
人
の
善
意
を
保
護
す
る
限
界
点
を
示
す
べ
き
徴
表
で
あ

る
。
つ
ま
り
拒
絶
証
書
は
馬
手
形
が
本
来
有
す
る
経
済
的
機
能
を
果
さ
な

く
な
っ
た
危
険
信
号
で
あ
る
。
よ
っ
て
手
形
が
適
法
に
呈
示
さ
れ
、
支
払

が
拒
絶
さ
れ
た
事
実
が
手
形
面
上
確
認
さ
れ
れ
ば
足
り
る
（
桐
山
・
前
掲
＝
八
頁
）

と
℃
て
い
る
。
こ
の
立
場
を
採
る
裁
判
例
と
し
て
は
、
福
岡
地
裁
昭
和
三

五
年
二
月
二
九
日
判
決
（
下
民
集
一
一
巻
二
号
四
五
七
頁
）
、
東
京
高
裁
昭
和
三
六
年
四
月
｝

一
日
判
決
（
下
民
集
一
二
巻
四
号
七
六
五
頁
）
“
京
都
地
裁
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
六
日
判
決

（下

?
一
七
七
六
頁
）
、
東
京
地
裁
昭
和
四
七
年
八
月
コ
ニ
日
判
決
（
嗣
塒
献
酬
距
〉
、

東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
四
月
一
一
日
判
決
（
判
時
七
〇
四
号
九
五
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
ま

ず
、
右
福
岡
地
裁
昭
和
三
五
年
判
決
は
、
右
事
件
に
お
け
る
訴
外
A
が
、

原
告
X
か
ら
金
面
を
借
り
、
さ
ら
に
そ
の
金
銭
を
他
に
貸
し
て
い
た
こ

と
、
な
ら
び
に
原
告
X
が
右
事
件
に
お
け
る
手
形
の
裏
書
譲
渡
を
受
け
る

際
に
、
す
で
に
A
が
被
告
か
ち
弁
済
を
う
け
、
右
約
束
手
形
を
被
告
に
返

却
す
べ
き
こ
と
を
知
り
な
が
ら
｛
被
告
Y
を
害
す
る
目
的
を
も
っ
て
右
手

形
の
裏
書
譲
渡
を
う
け
た
と
認
定
し
た
後
、
「
満
期
後
支
払
拒
絶
証
書
作

成
期
間
経
過
前
の
裏
書
で
あ
っ
て
も
…
取
引
通
念
に
照
ら
し
支
払
期
間
内

に
呈
示
さ
れ
、
支
払
拒
絶
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
手
形
面
上
一
見
明

白
で
あ
れ
ば
手
形
法
第
二
〇
条
の
趣
旨
か
ら
し
て
そ
の
裏
書
は
指
名
債
権

譲
渡
の
効
力
し
か
な
い
・
－
。
」
と
判
示
し
て
い
る
つ
ま
た
、
－
拒
絶
証
書
の

作
成
の
有
無
に
づ
い
て
は
、
・
「
支
払
拒
絶
証
書
の
作
成
が
要
求
さ
れ
る
の

は
遡
求
に
つ
い
て
支
払
拒
絶
の
事
実
が
当
事
者
め
利
害
に
重
大
な
影
響
を

及
す
か
ら
で
あ
っ
て
」
手
形
の
流
通
促
進
を
目
的
と
し
た
抗
弁
切
断
の
制

度
を
考
え
る
場
合
は
ま
た
趣
を
異
に
す
る
」
か
ら
、
支
払
拒
絶
証
書
の
作
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成
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
判
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
拒
絶
証
書
作
成
義
務
免
除
の
う
え
裏
書
を
う
け
た
場
合

に
は
こ
れ
を
作
成
す
る
必
要
は
な
い
と
判
示
し
て
人
的
抗
弁
の
切
断
を
認

め
て
い
な
い
。
ま
た
、
右
東
京
高
裁
昭
和
三
六
年
判
決
は
、
取
立
委
任
文

言
の
抹
消
が
支
払
拒
絶
後
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
聞
前
に
な
さ
れ
た
事

例
で
、
原
告
が
こ
れ
を
無
権
限
に
抹
消
し
た
点
に
被
告
を
害
す
る
意
図
が

あ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
を
前
提
に
右

判
決
は
、
満
期
日
附
で
受
取
人
の
契
約
不
履
行
の
た
め
支
払
に
応
じ
ら
れ

な
い
旨
の
附
箋
が
つ
い
て
お
り
、
ま
た
裏
書
人
の
裏
書
に
つ
い
て
支
払
拒

絶
証
書
の
作
成
義
務
を
免
除
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
支
払
拒

絶
証
書
作
成
後
の
裏
書
で
あ
り
、
受
取
人
に
対
す
る
人
的
抗
弁
を
も
っ
て

控
訴
人
に
対
抗
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
前
記
京
都
地
裁
昭
和
四
〇

年
判
決
は
、
原
告
の
悪
意
を
否
認
し
て
お
り
、
手
形
面
上
支
払
を
拒
絶
さ

れ
た
ご
と
が
明
白
な
手
形
は
、
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内
に
裏
書
譲
渡
さ
れ

た
場
合
に
は
「
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内
に
裏
書
譲
渡
を
受
け
た
も
の
で
あ

っ
て
も
、
、
原
告
は
、
満
期
前
の
裏
書
人
で
あ
る
遡
求
義
務
者
に
対
し
て
は

既
に
裏
書
人
に
お
い
て
裏
書
譲
渡
前
に
遡
求
権
保
全
の
手
続
を
完
了
し
、

遡
求
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
な
さ
れ
た
原

告
に
対
す
る
右
裏
書
は
期
限
後
裏
書
」
と
な
る
と
判
示
し
、
そ
こ
か
ら
、

期
限
後
裏
書
の
被
裏
書
人
は
そ
の
裏
書
人
の
具
体
的
な
法
的
地
位
を
承
継

し
、
改
め
て
支
払
の
た
め
の
呈
示
を
す
る
こ
と
な
く
振
出
入
の
み
な
ら

ず
、
満
期
前
の
裏
書
人
で
あ
る
遡
求
義
務
者
に
も
遡
求
で
き
る
と
判
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
東
京
地
裁
昭
和
四
七
年
判
決
は
原
告
に
害
意
を
認
め
、

「
本
件
手
形
に
つ
い
て
は
、
甲
信
用
組
合
の
交
換
ス
タ
ン
プ
印
が
押
捺
さ

れ
、
か
つ
、
取
引
停
止
後
に
つ
き
支
払
を
拒
絶
す
る
旨
の
甲
信
用
組
合
の

付
箋
が
貼
付
さ
れ
、
右
付
箋
と
手
形
に
は
契
印
が
押
さ
れ
て
い
る
…
か

ら
、
本
件
手
形
が
満
期
に
呈
示
さ
れ
て
支
払
拒
絶
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
手
形
面
上
一
見
し
て
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の

後
に
な
さ
れ
た
裏
書
は
、
た
と
え
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
で
あ

っ
て
も
、
手
形
法
二
〇
条
の
趣
旨
か
ら
、
指
名
債
権
譲
渡
の
効
力
し
か
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
最
後
に
右
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
判
決
は
、
銀

行
の
取
引
の
実
態
を
考
慮
し
つ
つ
不
渡
符
箋
が
貼
付
さ
れ
、
支
払
拒
絶
が

手
形
面
上
明
白
と
な
っ
た
の
を
契
機
と
し
て
遡
求
段
階
に
入
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
り
、
原
告
が
被
告
を
害
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
る
と
暗
に

認
め
、
「
手
形
面
上
支
払
拒
絶
が
明
白
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
後
に
な
さ

れ
た
裏
書
に
つ
い
て
は
手
形
法
二
〇
条
一
項
の
前
記
趣
旨
に
鑑
み
同
条
に

定
め
る
『
支
払
拒
絶
証
書
作
成
後
』
に
準
じ
て
指
名
債
権
譲
渡
の
効
力
」

し
か
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

　
以
上
に
対
し
て
形
式
説
で
は
、
単
な
る
支
払
拒
絶
後
の
裏
書
は
通
常
の

裏
書
で
あ
り
、
期
限
後
裏
書
で
は
な
い
（
佐
藤
「
手
形
法
・
小
切
手
法
講
座
」
三
巻
三
一
頁
）
と
し
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
手
形
法
二
〇
条
が
「
支
払
拒
絶
後
の
裏
書
と
し
な
い

で
、
支
払
拒
絶
証
書
作
成
後
あ
る
い
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後

の
裏
書
と
し
て
い
る
の
は
、
て
れ
を
も
っ
て
形
式
的
に
明
確
な
基
準
と
な

る
べ
き
時
点
を
定
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
」
（
大
阪
地
裁
昭
和
四
一
年
八
月
三
〇
摂
判
決
週
金
判
一
五
号
一
〇
頁
）
を
有

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
「
遡
求
の
場
合
（
籍
咽
囎
）
に
お
い

て
、
支
払
拒
絶
の
事
実
の
証
明
は
、
支
払
拒
絶
証
書
の
作
成
の
み
に
よ
る

49　（4　・96）　456



判例研究

べ
き
も
の
と
軌
を
一
に
す
る
」
　
（
大
隅
・
河
本
「
注
釈
手
形
法
・
小
切
手
法
」
二
四
一
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

上
記
の
理
由
か
ら
、
右
学
説
は
前
記
福
岡
地
裁
の
判
決
に
反
対
し
て
い

る
。
ま
た
、
「
実
体
的
な
事
実
と
形
式
的
な
券
面
上
の
記
載
と
い
う
も
の

の
間
に
は
」
必
然
的
な
同
一
性
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
べ
く
も
な
い
。
そ

こ
に
は
蓋
然
的
同
一
性
し
か
あ
り
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
手
形
法
二
〇
条

の
要
件
の
意
味
あ
い
は
、
公
正
証
書
で
あ
る
拒
絶
証
書
に
よ
る
か
、
あ
る

い
は
拒
絶
証
書
作
成
期
間
の
経
過
と
い
う
何
人
に
も
明
白
な
事
実
に
よ
る

か
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
の
み
当
該
手
形
の
不
渡
が
形
式
上
明
白
に

な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
記
載
を
以
て
し
て
は
、
た
か
だ
か
不

渡
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
の
蓋
然
性
し
か
明
白
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
存
す
る
」
　
（
倉
沢
・
法
学
研
究
第
三
七
巻
第
二
号
九
九
頁
）
こ
と
か
ら
、
た
と
え
支
払
担
当
者
で
あ

る
銀
行
等
が
預
金
不
足
を
理
由
に
支
払
を
拒
絶
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ

と
か
ら
法
律
上
、
何
ら
か
の
致
命
的
な
欠
陥
が
手
形
に
当
然
に
与
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
当
該
手
形
の
所
持
人
な
い
し

そ
の
後
者
は
、
拒
絶
証
書
作
成
期
間
が
経
過
し
て
し
ま
う
ま
で
は
、
振
出

人
自
身
が
支
払
う
こ
と
を
期
待
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。
銀
行
の
記
載
証
明
し
た
支
払
拒
絶
の
記
載
に
対
す
る
実
体
的
な
支
払

拒
絶
の
事
実
の
存
在
は
、
こ
の
記
載
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
（
面
争
ひ
灘
購
訓
跣

軌
九
）
の
で
あ
る
か
ら
、
期
限
後
裏
書
と
な
る
に
は
、
公
正
証
書
た
る
拒
絶

証
書
が
作
成
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
拒
絶
証
書
作
成
期
間
の
経
過
と
い
う
形

式
的
な
要
件
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
手
形
が
有
価
証
券
特

有
の
法
理
を
も
っ
て
流
通
す
る
の
は
手
形
債
務
者
が
こ
の
よ
う
な
流
通
を

欲
す
る
か
ら
で
あ
り
、
手
形
債
務
者
の
流
通
を
欲
す
る
意
思
を
法
が
是
認

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
思
の
終
了
時
を
手
形
法
二
〇
条

一
項
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
時
ま
た
は
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
時

で
あ
る
と
認
め
て
い
る
（
小
橋
・
判
例
評
論
九
五
号
一
一
八
頁
）
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
立
場

を
と
る
下
級
審
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
五
月
一
日

判
決
（
下
民
集
＝
一
巻
五
号
九
三
三
頁
）
と
大
阪
地
裁
昭
和
四
一
年
六
月
目
〇
日
判
決
（
遡
髄
鋼
＠

頁
）
の
二
つ
が
あ
る
。
【
右
東
京
地
裁
昭
和
三
六
年
判
決
は
、
拒
絶
証
書
作

成
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
る
手
形
で
、
こ
れ
が
満
期
の
翌
日
に
支
払
呈
示

さ
れ
た
が
、
支
払
を
拒
絶
さ
れ
、
そ
の
後
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内
に
裏
書

譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
右
裁
判
所
は
、
被

告
に
は
原
告
を
害
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
認
め
、
こ
の
裏
書
が
支
払
拒

絶
証
書
作
成
期
間
内
の
裏
書
で
あ
り
、
被
告
は
こ
の
裏
書
に
よ
っ
て
、
裏
書

人
と
は
独
立
に
手
形
上
の
権
利
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
期
限
後
裏

書
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
裏
書
人
は
、
そ
の
前
者
に
対
す
る

遡
求
権
を
保
全
す
る
た
め
に
、
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内
に
、
さ
ら
に
振
出

人
に
対
し
て
支
払
呈
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

後
者
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
京
都
地
裁
昭
和
四
〇
年
判
決
と
は
異
な

る
。
ま
た
、
右
大
阪
地
裁
昭
和
四
一
年
判
決
に
お
い
て
は
、
原
告
に
は
害

意
が
あ
る
と
の
認
定
は
し
て
お
ら
ず
、
「
期
限
後
裏
書
と
い
う
た
め
に
は

満
期
後
の
裏
書
を
も
っ
て
す
べ
て
期
限
後
裏
書
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後
、
す
な
わ
ち
、
満
期
に
次
ぐ
二
取
引
日

を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
始
め
て
期
限
後
裏
書
と
な
る
」
と
判
示
し

て
い
る
。

　
ま
た
、
最
近
の
有
力
な
少
数
説
は
、
債
務
者
が
手
形
を
受
戻
さ
ず
に
手
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形
面
上
の
金
額
を
支
払
っ
た
場
合
で
も
、
手
形
上
の
権
利
は
消
滅
せ
ず
、

期
限
後
裏
書
の
被
裏
書
人
に
対
し
て
は
、
当
該
被
裏
書
人
の
悪
意
が
立
証

さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
支
払
済
の
抗
弁
は
対
抗
し
え
な
い
（
輯
淋
L
葬
膨
謹
選
渉
甥

研
焔
）
と
主
張
し
て
い
る
。

　
三
、
と
こ
ろ
で
、
実
質
説
は
、
実
務
の
実
態
す
な
わ
ち
、
銀
行
の
高
度

信
の
用
性
か
ら
、
銀
行
を
半
公
的
機
関
と
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
小
切
手
法
四
一
条
一
項
に
お
い
て
、
拒
絶
証
書
に
か
わ
っ
て
、
銀

行
の
支
払
拒
絶
宣
言
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
手
形
と
小
切
手
の
機
能

の
ち
が
い
な
ら
び
に
、
小
切
手
の
呈
示
期
闘
の
短
い
こ
と
（
小
切
手
法
二
九
条
一
項
）
な

ど
か
ら
考
え
る
と
、
手
形
と
小
切
手
を
同
列
に
考
え
る
余
地
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
わ
が
国
で
は
、
拒
絶
証
書
作
成
前
の
最
後
の
裏
書
に
接
着
し
て

拒
絶
証
書
を
作
成
す
る
（
拒
絶
証
書
令
三
条
二
項
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
拒

絶
証
書
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
銀
行
の
支
払
拒
絶
宣
言
（
小
切
手
法
三
九
条
二
号
、
三
号
）

を
認
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
ゆ
手
形
法
二
〇
条
に
い
わ
れ
る

ご
と
く
、
拒
絶
証
書
作
成
後
ま
た
は
、
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
後
の
裏

書
を
も
っ
て
期
限
後
裏
書
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア

メ
リ
カ
統
一
商
法
典
（
d
・
○
．
ρ
ω
Φ
ρ
ω
よ
お
）
等
の
よ
う
に
、
約
束

手
形
に
銀
行
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
る
か
、
も
し
く
は
約
束
手
形
に

「
支
払
停
止
」
と
か
「
資
金
不
足
」
と
い
っ
た
文
言
が
記
載
さ
れ
た
符
箋

が
貼
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
支
払
が
拒
絶
さ
れ
た
証
拠
と
な
る
と
規
定

し
て
あ
る
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
そ
の
よ
う
な
規
定
は

な
い
の
で
あ
る
。
実
質
説
を
と
る
と
、
原
因
関
係
を
知
ら
な
い
第
三
者
は

何
ら
の
保
護
も
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
裏
書
で
も
期
限
後
裏

書
に
よ
る
手
形
の
譲
受
人
は
善
意
取
得
の
保
護
を
受
け
え
な
い
こ
と
に
な

る
（
手
形
法
二
〇
条
・
同
七
七
条
一
項
一
号
）
の
で
あ
る
。
形
式
説
に
よ
り
、
拒
絶
証
書
作
成
前
の

裏
書
お
よ
び
拒
絶
証
書
作
成
期
間
経
過
前
の
裏
書
を
通
常
の
裏
書
と
解
す

る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
手
形
を
裏
書
譲
渡
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
譲

受
人
が
、
「
振
出
人
を
害
す
る
目
的
で
受
け
取
っ
た
場
合
に
の
み
手
形
法
一

七
条
但
書
の
「
債
務
者
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
り
テ
…
」
に
よ
り
、
人
的
抗

弁
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
善
意
取
得
者
お
よ
び
振
出
人
を
保
護
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
形
式
説
を
と
っ
た
場
合
の
問
題
点
と
し

て
、
支
払
拒
絶
の
旨
の
銀
行
の
ス
タ
ン
プ
を
押
さ
れ
た
手
形
を
拒
絶
証
書

作
成
期
間
内
に
再
び
支
払
人
に
対
し
て
支
払
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
手
形
法
二
〇
条
を
よ
り
厳
格
に
解
す
る
と
再

呈
示
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
手
形
の
善

意
取
得
者
の
救
済
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
む
し
ろ
本
件
の
よ
う
な
手
形
を
裏
書
譲
渡
に
よ
っ
て
譲
受
さ

れ
た
被
裏
書
人
は
、
そ
の
裏
書
人
の
具
体
的
な
法
的
地
位
を
承
継
し
、
改

め
て
支
払
め
た
め
の
呈
示
を
す
る
こ
と
な
く
振
出
人
や
満
期
前
の
裏
書
人

で
あ
る
遡
求
義
務
者
に
遡
求
で
き
る
（
荊
記
窟
都
地
裁
昭
和
四
〇
年
牲
決
）
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

四
、
次
に
本
件
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
’
本
件
約
束
手
形
は
、
満
期
日
で
あ

る
昭
和
五
二
年
忌
月
三
〇
日
に
支
払
呈
示
が
な
さ
れ
た
が
、
不
渡
と
な

り
、
支
払
拒
絶
の
旨
の
記
載
さ
れ
た
銀
行
の
符
箋
が
貼
付
さ
れ
て
返
還
さ

れ
た
後
、
支
払
拒
絶
証
書
は
作
成
さ
れ
ず
、
、
．
支
払
拒
絶
証
書
作
成
期
間
内

で
あ
る
同
年
一
二
月
二
目
に
X
に
裏
書
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
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い
る
。
原
因
関
係
の
消
滅
に
つ
い
て
は
控
訴
審
判
決
で
否
認
さ
れ
て
は
い

る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
「
A
の
裏
書
は
期
限
後
裏
書
に
当
ら
な
い
か
ら
、

そ
の
原
因
関
係
で
あ
る
Y
の
A
に
対
す
る
貸
金
債
務
が
弁
済
に
よ
っ
て
消

滅
し
た
に
し
て
も
、
Y
に
お
い
て
X
が
害
意
を
も
っ
て
本
件
手
形
を
取
得

し
た
こ
と
を
主
張
立
証
し
な
い
以
上
…
」
と
い
う
形
で
、
X
の
害
意
を
主

張
立
証
す
れ
ば
、
Y
は
勝
訴
で
き
る
で
あ
ろ
と
す
る
忠
告
が
な
さ
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
で
は
、
そ
の
旨
の
主

張
立
証
は
ま
っ
た
く
な
く
、
単
に
手
形
法
二
〇
条
の
解
釈
の
み
に
終
始
し

て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
形
式
説
に
立
つ
と
み
ら
れ
る
本
件

判
決
は
、
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。
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